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企業における独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用状況に

関する実態調査及び実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの

整備・運用のためのガイドの改訂について 

 

令和７年６月２０日 

公正取引委員 会  

 

１ 調査の趣旨 

 我が国の市場における公正かつ自由な競争を促進していくためには、個々の企業

等が独占禁止法に関するコンプライアンス（以下「独占禁止法コンプライアンス」

という。）を推進することにより、競争的な事業活動が自律的に行われる環境を実

現していくことが必要である。 

公正取引委員会は、企業の独占禁止法コンプライアンスに関する取組を支援する

観点から、これまで、独占禁止法コンプライアンスに関する実態調査や「実効的な

独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド」（令和５年

12 月公表。以下「独占禁止法コンプライアンスガイド」という。）の周知・啓発に

取り組んできた。 

他方で、近年においても、独占禁止法違反行為を行った企業等に対する排除措置

命令において、コンプライアンス体制の構築を含む再発防止策の実行が命じられる

など、独占禁止法コンプライアンスが実効的に機能していないことが疑われる事案

が引き続き発生している。また、近年においては、アルゴリズムや AI、労務費等の

転嫁、私的独占や不公正な取引方法に係る対応も重要性を増してきている。 

公正取引委員会は、こうした状況を踏まえ、平成 24 年以来、12 年ぶりに上場企

業を対象として独占禁止法コンプライアンスに関する実態調査を実施し、今般、そ

の調査結果を報告書に取りまとめた。 

本実態調査では、企業における独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・

運用状況全般について調査を実施したほか、アルゴリズムの活用に伴うカルテルな

どの独占禁止法違反リスクへの対応状況、独占禁止法に関する監査における AI の

活用状況、労務費等の転嫁に係るコンプライアンス態勢の整備・運用状況、私的独

占や不公正な取引方法の未然防止・早期発見等のための取組の状況及び中小企業に

おける取組の状況についても調査を実施した。 

以上のほか、過去に独占禁止法違反で摘発されたことがない企業は、過去に独占

禁止法違反で摘発されたことがある企業の失敗事例を他山の石として独占禁止法

コンプライアンスプログラムの整備・運用に取り組むことが重要である。本実態調

査では、こうした観点から、過去に独占禁止法違反で摘発されたことがある企業の

失敗事例を収集・分析した上で、本報告書において、それを踏まえた提言を行って

おり、独占禁止法コンプライアンスの更なる実効性の向上に向けて参考にしていた

だきたい。 

 

２ 調査の結果 

報告書概要版並びに報告書本体及び報告書別添１ないし４を参照。 

    問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 

    電話 ０３－３５８１－５４７６（直通） 

    ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



２ 

３ 独占禁止法コンプライアンスガイドの改訂 

公正取引委員会は、企業による独占禁止法コンプライアンスの更なる実効性の向

上に向けて、本実態調査の結果を踏まえ、独占禁止法コンプライアンスガイドの改

訂を実施した（ガイド概要版並びにガイド本文、ガイド別紙１及び別紙２を参照。）。 

主な改訂箇所は以下のとおり（旧版からの主な改訂箇所については、参考資料を

参照。）。 

○ 本実態調査の結果を踏まえ、 

・アルゴリズムの活用に伴うカルテルなどの独占禁止法違反リスクへの対応 

・労務費等の転嫁に係るコンプライアンス態勢の整備・運用 

・私的独占・不公正な取引方法の未然防止・早期発見等のための取組 

・独占禁止法に関する監査における AI の活用 

・中小企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組 

に係る記載を追加。 

○ 本実態調査において収集できた独占禁止法コンプライアンスに関する好取組

事例について、「参考となる取組の例」への追加・差替え。 

○ 独占禁止法コンプライアンスに関する社内規程・マニュアル等の策定・作成上

のポイントを追加。 

独占禁止法コンプライアンスガイドが、各企業における実効的な独占禁止法コン

プライアンスプログラムの整備・運用の一助となれば幸いである。 

 

４ 今後の取組 

 公正取引委員会は、引き続き、本報告書及び独占禁止法コンプライアンスガイド

の周知等を通じて、企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組の支

援・唱導活動に積極的に取り組んでまいりたい。 


